
 

 

 

名  称 瑞江駅西部地区地区計画 

位  置 ※ 江戸川区東瑞江三丁目、瑞江二丁目及び瑞江四丁目各地内 

面  積 ※ 約 ２８．３ha 

地区計画の目標 

１ 地域拠点周辺に相応しいまちをつくる。 
隣接する駅周辺地区と一体となり地域拠点周辺に相応しいまちを目指して、土地区画整理事業により都市基盤を整備し、適

切な土地の有効利用の促進を図るとともに、利便性が高く多様な機能が共存する住居系複合市街地及び駅周辺へと連なる沿道
型商業地の形成を図る。 

２ 暮らしやすい住環境を確保する。 
多世代にわたって住み続けられる都市型戸建て住宅により、居住水準の向上を図る。また、道路幅員ごとに統一感のある建

物形態と道路に面した環境空地により、緑豊かな潤いある良好な街並みの形成を図る。 
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土地利用の 
方針 

１ 住居街区 
建築物の形態に関する制限の緩和を行うことにより、居住水準に配慮した合理的な土地利用を図る。また、戸建て住宅及び

共同住宅を中心に、小中学校や店舗・事務所、住環境に配慮した作業場等が共存する住居系複合市街地の形成を図る。 
２ 沿道住居街区 

地区外周の都市計画道路に接する敷地においては、共同住宅や店舗・事務所を中心とした沿道に相応しい市街地の形成を図
る。その他の部分においては、住居街区と整合性がとれた街並みの形成を図る。 

３ 近隣商業街区 
補助２８８号線及び区街１１号線沿道は、商業・業務施設や低層階に店舗又は事務所を有する共同住宅を中心とした土地利

用を誘導し、健全で連続性のある沿道型商業地の形成を図る。 

地区施設の 
整備の方針 

１ 道路、公園においては、土地区画整理事業により適正配置し、これを維持・保全する。 
２ 幅員９ｍの道路においては、駅周辺や小中学校への主要な歩行者動線として、土地区画整理事業により歩道を築造するとと

もに、より快適な歩行空間の形成を図るため、歩道機能を補完する歩道状空地を確保する。 

建築物等の
整備の方針 

１ 地区の特性に応じた街並みの形成を実現し、良好な市街地環境の確保を図るため、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置
の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限等を一体として定める。これにより、道路幅員による容積率制限と道路
斜線制限を緩和する。 

２ 良好な住居系複合市街地や新たな沿道型商業地の形成を図るため、各街区に相応しい建築物等の用途の制限を定める。 
３ 狭小宅地の増加防止の観点から、敷地の細分化を抑制するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 
４ 良好な住環境と街並みの形成を目指して、道路幅員ごとに、防災性の向上を図る空間、沿道緑化の推進を図る空間及び歩道

機能を補完する歩行空間を確保するため、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。 
５ 戸建て住宅と共同住宅等の調和による良好な市街地環境の確保を図るとともに各道路幅員に相応しい街並みの形成を図る 
ため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

「瑞江駅西部地区地区計画」計画書 
《計画決定 H15. 3.31 江戸川区告示第 102 号》 
《計画変更 H28. 8. 1 江戸川区告示第 482 号》 
《計画変更  R2. 9.18 江戸川区告示第 660 号》 
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６ 良好な都市景観を創出するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 
７ 潤いある街並みを生み出す緑化の推進を図るとともにブロック塀等の倒壊による災害を防ぐため、垣又はさくの構造の制限

を定める。 

 その他当該
地区の整備、
開発及び保
全に関する
方針 

緑豊かな潤いある市街地環境の形成を図るため、壁面後退による連続した環境空地部分への沿道緑化を推進する。 
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種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 備 考 

道 路 

 区画道路 １号※ ９ｍ 約３６０ｍ 新設 区画道路２８号 ６ｍ 約１００ｍ 新設 
 区画道路 ２号※ ９ｍ 約３１０ｍ 新設 区画道路２９号 ６ｍ 約 ４０ｍ 新設 
 区画道路 ３号※ ９ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路３０号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
 区画道路 ４号※ ９ｍ 約２１０ｍ 新設 区画道路３１号 ６ｍ 約 ８０ｍ 新設 
 区画道路 ５号※ ９ｍ 約１６０ｍ 新設 区画道路３２号 ６ｍ 約１００ｍ 新設 
 区画道路 ６号※ ９ｍ 約２１０ｍ 新設 区画道路３３号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路 ７号 ６ｍ 約１８０ｍ 新設 区画道路３４号 ６ｍ 約１５０ｍ 新設 
区画道路 ８号 ６ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路３５号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路 ９号 ６ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路３６号 ６ｍ 約１１０ｍ 新設 
区画道路１０号 ６ｍ 約１３０ｍ 新設 区画道路３７号 ６ｍ 約 ４０ｍ 新設 
区画道路１１号 ６ｍ 約 ６０ｍ 新設 区画道路３８号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路１２号 ６ｍ 約 ８０ｍ 新設 区画道路３９号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路１３号 ６ｍ 約１３０ｍ 新設 区画道路４０号 ６ｍ 約 ４０ｍ 新設 
区画道路１４号 ６ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路４１号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路１５号 ６ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路４２号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路１６号 ６ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路４３号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路１７号 ６ｍ 約１３０ｍ 新設 区画道路４４号 ６ｍ 約１１０ｍ 新設 
区画道路１８号 ６ｍ 約１８０ｍ 新設 区画道路４５号 ６ｍ 約 ４０ｍ 新設 
区画道路１９号 ６ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路４６号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路２０号 ６ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路４７号 ６ｍ 約 ４０ｍ 新設 
区画道路２１号 ６ｍ 約１３０ｍ 新設 区画道路４８号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
区画道路２２号 ６ｍ 約 ３０ｍ 新設 区画道路４９号 ６ｍ 約１００ｍ 新設 

   区画道路２３号 ６ｍ 約１７０ｍ 新設 区画道路５０号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路２４号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路５１号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路２５号 ６ｍ 約 ８０ｍ 新設 区画道路５２号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路２６号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路５３号 ６ｍ 約 ４０ｍ 新設 
   区画道路２７号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路５４号 ６ｍ 約 ５０ｍ 新設 
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   区画道路５５号 ６ｍ 約１００ｍ 新設 区画道路 ８８号 ４ｍ 約 ３０ｍ 新設 
   区画道路５６号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路 ８９号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路５７号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路 ９０号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路５８号 ４ｍ 約 １０ｍ 新設 区画道路 ９１号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路５９号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路 ９２号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路６０号 ４ｍ 約 ３０ｍ 新設 区画道路 ９３号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路６１号 ４ｍ 約 ２０ｍ 新設 区画道路 ９４号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路６２号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路 ９５号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 
   区画道路６３号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路 ９６号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 
   区画道路６４号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 区画道路 ９７号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 
   区画道路６５号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 区画道路 ９８号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 
   区画道路６６号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路 ９９号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路６７号 ４ｍ 約 ３０ｍ 新設 区画道路１００号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路６８号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０１号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路６９号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０２号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路７０号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０３号 ４ｍ 約 １０ｍ 新設 
   区画道路７１号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０４号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路７２号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０５号 ４ｍ 約 ３０ｍ 新設 
   区画道路７３号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０６号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路７４号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０７号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路７５号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０８号 ４ｍ 約 ３０ｍ 新設 
   区画道路７６号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１０９号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 
   区画道路７７号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 区画道路１１０号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 
   区画道路７８号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 区画道路１１１号 ４ｍ 約 ２０ｍ 新設 
   区画道路７９号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 区画道路１１２号 ４ｍ 約 ４０ｍ 新設 
   区画道路８０号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１１３号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路８１号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１１４号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路８２号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１１５号 ４ｍ 約 ６０ｍ 新設 
   区画道路８３号 ４ｍ 約 ３０ｍ 新設 区画道路１１６号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路８４号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１１７号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路８５号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１１８号 ４ｍ 約 ３０ｍ 新設 
   区画道路８６号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 区画道路１１９号 ４ｍ 約 ５０ｍ 新設 
   区画道路８７号 ４ｍ 約 ６０ｍ 新設 区画道路１２０号 ４ｍ 約 ３０ｍ 新設 
  種 類 名 称 面 積 備 考 名 称 面 積 備 考 
  

公 園 
地区公園 １号 
みずえの森公園 約 ２，４７０㎡ 新設 地区公園  ３号 

瑞穂の里公園 約 １，４３０㎡ 新設 
  地区公園 ２号 約 ２，９７０㎡ 新設 地区公園  ４号 約 ２，２５０㎡ 新設 
  種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考    
  その他の公共空地 歩道状空地 ０．５ｍ 約２，３４０ｍ 新設    
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名 称 住 居 街 区  沿 道 住 居 街 区  近 隣 商 業 街 区 

面 積 約 ２１.４ha 約 ３．７ha 約 ３．２ha 
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  １ 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

建築物等の用途
の制限   ※ 

(1)  店舗、飲食店その他これらに類す
るもので、その用途に供する部分の
床面積の合計が１,５００㎡を超え
るもの 

(2)  事務所の用途に供する部分の床
面積の合計が１,５００㎡を超える
もの 

(3)  ホテル又は旅館 
(4)  ゴルフ練習場、バッティング練習

場その他これらに類する運動施設 

 ホテル、旅館で青少年の健全な育
成を損ない、周辺環境との調和を逸
したもの 
 

(1)  補助２８８号線又は区街１１号
線に敷地が接する建築物で、補助 
２８８号線又は区街１１号線に面
する１階の主たる用途を店舗・事務
所等の用途以外としたもの 

(2)  ホテル、旅館で青少年の健全な育
成を損ない、周辺環境との調和を逸
したもの 

(3) デートクラブ 
(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、ゲー

ムセンターその他これらに類する
もの 

建築物の容積率
の最高限度 ※ 

(1)  ３００％とする。ただし、幅員４ｍの道路のみに接する敷地は、２００％
とする。 

(2)  建築基準法第５９条の２第１項（総合設計）による特定行政庁の許可は
適用しない。 

(1)  ３００％とする。ただし、幅員 
４ｍの道路のみに接する敷地は、 
２４０％とする。 

(2)  建築基準法第５９条の２第１項
（総合設計）による特定行政庁の許
可は適用しない。 

建築物の敷地面
積の最低限度 

１００㎡とする。ただし、土地区画整理事業による換地面積が１００㎡未満の場合は、換地面積とする。 

壁面の位置の 
制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から区画道路境界線及び都市計画道路境界線までの距離は、０．５ｍ以上とす
る。ただし、次に掲げるものは適用しない。 
(1)  地盤面からの高さ（以下「高さ」という。）が２．５ｍ以上（幅員９ｍの道路は５ｍ以上とする。）の部分に設け

る軒、庇、手すり、戸袋、床面積に算入されない出窓 
(2)  外壁の開口部に設ける扉、窓で外開きの部分（幅員９ｍの道路を除く。） 

壁面後退区域に
おける工作物の
設置の制限 

壁面の位置の制限として定められた限度の線と区画道路境界線及び都市計画道路境界線との間の土地の区域には、工
作物を設置してはならない。ただし、次に掲げるものは適用しない。 
(1)  環境の向上を目的とした植栽・花壇・プランターボックス（幅員９ｍの道路を除く。） 
(2)  高さが２．５ｍ以上（幅員９ｍの道路は５ｍ以上とする。）の部分に設ける袖看板、平板看板及び独立看板の広

告部分 
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建築物等の高さ
の最高限度 

建築物の高さの最高限度は、前面道路（前面道路が２以上あるときは、その幅員の最大のものとする。）の幅員に応
じて、次に掲げるものとする。なお、敷地が住居街区とその他の街区にわたる場合は、各街区にある敷地の部分に各規
定を適用する。 

  
 

(1)  幅員４ｍ以上６ｍ未満の前面道
路に接する敷地においては、１０
ｍとする。 

(2)  幅員６ｍ以上９ｍ未満の前面道
路に接する敷地においては、１６
ｍとし、かつ、次の算定式により
求められる高さとする。 

H＝１．２５×L＋１０（ｍ） 
H：建築物の各部分の高さ（ｍ） 
L：壁面の位置の制限として定

められた限度の線からの
水平距離（ｍ） 

(3)  幅員９ｍ以上の前面道路に接す
る敷地においては、１６ｍとし、
かつ、次の算定式により求められ
る高さとする。 

H＝１．２５×L＋１３（ｍ） 
H：建築物の各部分の高さ（ｍ） 
L：壁面の位置の制限として 

定められた限度の線から 
の水平距離（ｍ） 

(4)  高さが１０ｍを超える建築物
は、冬至日の真太陽時による午前
８時から午後４時までの間におけ
る、高さが４ｍの水平面に、敷地
境界線からの水平距離が５ｍを超
え１０ｍ以内の範囲においては５
時間以上、１０ｍを超える範囲に
おいては３時間以上、日影となる
部分を生じさせることのない高さ
とする。なお、同一の敷地内に２
以上の建築物がある場合において
は、これらの建築物を１の建築物
とみなす。また、緩和に関する措
置は、建築基準法施行令第１３５
条の１２に定めるものとする。 

(1)  幅員４ｍ以上６ｍ未満の前面道
路に接する敷地においては、 １０
ｍとする。 

(2)  幅員６ｍ以上９ｍ未満の前面道
路に接する敷地においては、 １６
ｍとし、かつ、次の算定式により
求められる高さとする。 

H＝１．２５×L＋１０（ｍ） 
H：建築物の各部分の高さ 

（ｍ）  
L：壁面の位置の制限として定

められた限度の線からの
水平距離（ｍ） 

(3)  幅員９ｍ以上の前面道路（都市
計画道路を除く。）に接する敷地に
おいては、１６ｍとし、かつ、次
の算定式により求められる 高さ
とする。 

H＝１．２５×L＋１３（ｍ） 
H：建築物の各部分の高さ 

（ｍ）  
L：壁面の位置の制限として定

められた限度の線からの
水平距離（ｍ） 

(4)  都市計画道路を前面道路とす
る敷地においては、１６ｍとする。

(5)  高さが１０ｍを超える建築物
は、冬至日の真太陽時による午前
８時から午後４時までの間におけ
る、高さが４ｍの水平面に、敷地
境界線からの水平距離が５ｍを超
え１０ｍ以内の範囲においては５
時間以上、１０ｍを超える範囲に
おいては３時間以上、日影となる
部分を生じさせることのない高さ
とする。なお、同一の敷 

(1)  幅員４ｍ以上６ｍ未満の前面道
路に接する敷地においては、１０ｍ
とする。 

(2)  幅員６ｍ以上９ｍ未満の前面道
路に接する敷地においては、１６ｍ
とし、かつ、次の算定式により求め
られる高さとする。 

H＝１．２５×L＋１０（ｍ） 
H：建築物の各部分の高さ（ｍ） 
L：壁面の位置の制限として定

められた限度の線からの 
水平距離（ｍ） 

(3)  幅員９ｍ以上の前面道路（都市計
画道路を除く。）に接する敷地にお
いては、１６ｍとし、かつ、次の算
定式により求められる高さとする。 

H＝１．２５×L＋１３（ｍ） 
H：建築物の各部分の高さ（ｍ） 
L：壁面の位置の制限として定

められた限度の線からの 
水平距離（ｍ） 

(4)  都市計画道路を前面道路とする
敷地においては、１６ｍとする。た
だし、敷地面積（近隣商業街区とそ
の他の街区にわたる場合は、それぞ
れの敷地面積を合計したものとす
る。）が３００㎡以上で、その敷地
内に日常一般に公開された空地（敷
地面積の１０分の１以上）を有する
ものについては、２０ｍとする。 

(5)  高さが１０ｍを超える建築物は、
冬至日の真太陽時による午前８時
から午後４時までの間における、高
さが４ｍの水平面に、敷地境界線か
らの水平距離が５ｍを超え１０ｍ
以内の範囲においては５時間以上、 
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(5) 建築基準法第５９条の２第１項
（総合設計）による特定行政庁の許可
は適用しない。 

地内に２以上の建築物がある場合
においては、これらの建築物を１
の建築物とみなす。また、緩和に
関する措置は、建築基準法施行令
第１３５条の１２に定めるものと
する。 

(6)  建築基準法第５９条の２第１項
（総合設計）による特定行政庁の
許可は適用しない。 

１０ｍを超える範囲においては３
時間以上、日影となる部分を生じさ
せることのない高さとする。なお、
同一の敷地内に２以上の建築物が
ある場合においては、これらの建築
物を１の建築物とみなす。また、緩
和に関する措置は、建築基準法施行
令第１３５条の１２に定めるもの
とする。 

(6)  建築基準法第５９条の２第１項
（総合設計）による特定行政庁の許
可は適用しない。 

  建築物等の形態
又は色彩その他
の意匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、刺激的な色彩を用いないものとする。 

  
垣又はさくの 
構造の制限 

 道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、生垣又はネットフェンス等に緑化したものとする。ただし、壁面の
位置の制限として定められた限度の線と区画道路境界線との間の土地の区域には、ネットフェンス等に緑化したものを
設置してはならない。 

「地区計画の区域、地区の区分、地区施設の配置は計画図表示のとおり」                       （※は知事協議事項） 
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変更概要                                                      ※    は、変更箇所を示す。 

  名   称  瑞江駅西部地区地区計画 

  位   置  江戸川区東瑞江三丁目、瑞江二丁目及び瑞江四丁目各地内 

  面   積 約 ２８．３ｈａ 
事   項 旧 新 摘 要 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び 

保
全
に
関
す
る
方
針 

建築物等の整備の方針 

１ 地区の特性に応じた街並みの形成を実現し、
良好な市街地環境の確保を図るため、建築物等
の高さの最高限度、壁面の位置の制限及び工作
物の設置の制限等を一体として定める。これに
より、道路幅員による容積率制限と道路斜線制
限を緩和する。 

２ 良好な住居系複合市街地や新たな沿道型商
業他の形成を図るため、各街区に相応しい建築
物等の用途の制限を定める。 

３ 土地区画整理事業による都市基盤整備の進
捗に応じた合理的な土地利用を図るため、区域
の特性と公共施設の整備状況に応じた容積率
の最高限度、建ぺい率の最高限度を定める。 

４ 狭小宅地の増加防止の観点から、敷地の細分
化を抑制するため、建築物の敷地面積の最低限
度を定める。 

５ 良好な住環境と街並みの形成を目指して、各
道路幅員ごとに、防災性の向上を図る空間、沿
道緑化の推進を図る空間及び歩道機能を補完
する歩行空間を確保するため、壁面の位置の制
限、工作物の設置の制限を定める。 

６ 戸建て住宅と共同住宅等の調和による良好
な市街地環境の確保を図るとともに各道路幅
員に相応しい街並みの形成を図るため、建築物
等の高さの最高限度を定める。 

７ 良好な都市景観を創出するため、建築物等の
形態又は意匠の制限を定める。 

８ 潤いある街並みを生み出す緑化の推進を図
るとともにブロック塀等の倒壊による災害を
防ぐため、垣又はさくの構造の制限を定める。 

 
 

１ 地区の特性に応じた街並みの形成を実現し、
良好な市街地環境の確保を図るため、建築物等
の高さの最高限度、壁面の位置の制限及び工作
物の設置の制限等を一体として定める。これに
より、道路幅員による容積率制限と道路斜線制
限を緩和する。 

２ 良好な住居系複合市街地や新たな沿道型商
業他の形成を図るため、各街区に相応しい建築
物等の用途の制限を定める。 

３ 狭小宅地の増加防止の観点から、敷地の細分
化を抑制するため、建築物の敷地面積の最低限
度を定める。 

４ 良好な住環境と街並みの形成を目指して、各
道路幅員ごとに、防災性の向上を図る空間、沿
道緑化の推進を図る空間及び歩道機能を補完
する歩行空間を確保するため、壁面の位置の制
限、工作物の設置の制限を定める。 

５ 戸建て住宅と共同住宅等の調和による良好
な市街地環境の確保を図るとともに各道路幅
員に相応しい街並みの形成を図るため、建築物
等の高さの最高限度を定める。 

６ 良好な都市景観を創出するため、建築物等の
形態又は意匠の制限を定める。 

７ 潤いある街並みを生み出す緑化の推進を図
るとともにブロック塀等の倒壊による災害を
防ぐため、垣又はさくの構造の制限を定める。 

土地区画

整理事業

の換地処

分公告に

伴う変更 
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地
区
整
備
計
画 

地区施設の配

置及び規模 

種類 名称 面積 備考 名称 面積 備考 土地区画

整理事業

の換地処

分公告に

伴う変更 

公園 地区公園 １号 約２，４７０㎡ 新設 
地区公園 １号 

みずえの森公園 
約２，４７０㎡ 新設 

地区の区分 名称 住居街区 沿道住居街区 近隣商業街区 住居街区 沿道住居街区 近隣商業街区 

建築物等に関

する事項 

建築物

の容積

率の最

高限度 

区域の特性

に応じた容

積率の最高

限度 

(1)  ３００％とする。ただし、
幅員４ｍの道路のみに接す
る敷地は、２００％とする。 

(2) 建築基準法第５９条の２第
１項（総合設計）による特定
行政庁の許可は適用しない。 

(1) ３ ０ ０ ％
とする。た
だし、幅員
４ ｍ の 道
路 の み に
接 す る 敷
地は、２４
０ ％ と す
る。 

(2) 建 築 基 準
法 第 ５ ９
条 の ２ 第
１項（総合
設計）によ
る 特 定 行
政 庁 の 許
可 は 適 用
しない。 

(1)  ３００％とする。ただし、
幅員４ｍの道路のみに接す
る敷地は、２００％とする。 

(2) 建築基準法第５９条の２第
１項（総合設計）による特定
行政庁の許可は適用しない。 

(1) ３００％
とする。た
だし、幅員
４ｍの道
路のみに
接する敷
地は、２４
０％とす
る。 

(2) 建築基準
法第５９
条の２第
１項（総合
設計）によ
る特定行
政庁の許
可は適用
しない。 

公共施設の

整備の状況

に応じた容

積率の最高

限度 

１００％とする。 ― 

建築物の建ぺい率 

の最高限度 
６０％とする。 ８０％とする。 ― 
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